
19 2026 年 4月号2026 年 4月号

南
越
前
町
ま
ち
の
賑
わ
い
創
出
支
援

事
業
補
助
金
を
拡
充
し
ま
す
‼

　
町
内
に
お
い
て
、
ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出
す
る
事
業
の

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者

　
町
内
に
事
業
所
や
事
務
所
等
を
有
す

る
任
意
団
体
、
法
人
団
体
、
中
小
企
業
者�

お
よ
び
個
人
事
業
者
。

主
な
対
象
経
費

　
報
償
費
、
委
託
料
、
消
耗
品
費
な
ど
。

補
助
要
件

　

町
内
を
会
場
と
し
、
町
の
観
光
素
材
や
観
光
施
設
、�

文
化
財
の
い
ず
れ
か
を
活
用
し
て
い
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

過
去
に
実
施
し
た
事
業
の
場
合
は
、
内
容
が
拡
充
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

補
助
金
額

　
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内

　
※
１
事
業
当
た
り
１
０
０
万
円
ま
で
。

申
請
方
法

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
締
切

　
７
月
10
日（
金
）

■
問
合
せ

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課

　
☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
２

町ホームページ

早
婚
夫
婦
支
援
事
業
の
ご
案
内

　
町
で
は
、
新
婚
世
帯
を
対
象
に
、
結
婚
新
生
活
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

支
援
対
象
者

　
令
和
８
年
１
月
１
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日
の
間
に
婚

姻
届
を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

世
帯

・
新
婚
世
帯
の
所
得
が
５
０
０
万
円
未
満
で
あ
る
。

・�

夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39
歳
以
下
か
つ
、

夫
婦
ま
た
は
一
方
が
29
歳
以
下
で
あ
る
。

・
新
た
な
住
所
が
南
越
前
町
内
に
あ
る
。

・�

申
請
時
に
新
た
な
住
宅
に
夫
婦
共
に
居
住
し
、
そ
の
居

住
先
が
住
民
基
本
台
帳
に
所
在
地
と
し
て
記
録
さ
れ
て

い
る
。

・
夫
婦
の
い
ず
れ
も
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
。

・
過
去
に
こ
の
支
援
金
を
受
け
て
い
な
い
。

支
援
金
額

（
夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下
で
）

　
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
25
歳
以
下
…
40
万
円

　
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
29
歳
以
下
…
30
万
円

申
請
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
ま
た
は
保

健
福
祉
課
に
設
置
の
申
請
書
に
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ

　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８

－
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（
４
月
１
日
～
こ
ど
も
・
子
育
て
応
援
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－
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詳しくは、
町ホームページを
ご確認ください

結
婚
新
生
活
支
援
事
業
の
ご
案
内

　
町
で
は
、
新
生
活
を
始
め
る
新
婚
夫
婦
を
応
援
す
る
た
め

新
生
活
に
か
か
る
費
用
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
令
和
８
年
１
月
１
日
～
令
和
９
年
３
月
31
日
の
間
に
婚
姻
届

を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
世
帯

・
新
婚
世
帯
の
所
得
が
５
０
０
万
円
未
満
で
あ
る
。

・
夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39
歳
以
下
で
あ
る
。

・
新
た
な
住
所
が
南
越
前
町
内
に
あ
る
。

・�

申
請
時
に
新
た
な
住
宅
に
夫
婦
共
に
居
住
し
、
そ
の
居
住

先
が
住
民
基
本
台
帳
に
所
在
地
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

・
夫
婦
の
い
ず
れ
も
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
。

・�

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ほ
か
の
補
助
を
受

け
て
い
な
い
。

・
過
去
に
こ
の
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
。

・�

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
支
援
講
座
等
、
指
定
す
る
講
座
を
受
講

し
て
い
る
こ
と
。

※�

受
講
方
法
等
は
保
健
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
限
度
額

　

１
世
帯
あ
た
り
60
万
円
ま
で（
住
居
費
・

引
越
費
用
・
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
を
合
わ
せ
た

額
が
対
象
）

申
請
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
ま
た
は
保
健
福

祉
課
に
設
置
の
申
請
書
に
記
入
し
、
必
要
書

類
を
添
え
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８

－
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７

　
（
４
月
１
日
～
こ
ど
も
・
子
育
て
応
援
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－
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詳しくは、
町ホームページを
ご確認ください


